
17 4 月号

看
護
師（
職
員
）　

１
名

業 　
　

務　

今
庄
診
療
所
で
の
外
来
・
病

棟
の
看
護
業
務

応 

募
資
格　

看
護
師
・
準
看
護
師
の
資
格

を
有
す
る
概
ね
40
歳
ま
で
の
人

応
募
で
き
な
い
方

 

・
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人

 

・ 

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執

行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
人

給
与
等（
初
任
給
）

　

正
看
護
師

　
　

短
大
３
卒 

１
８
８
、９
０
０
円（
月
給
）

　
　

大
学
卒　

 

２
０
１
、１
０
０
円（
月
給
）

　

准
看
護
師　

 
１
５
３
、３
０
０
円（
月
給
）

※ 

初
任
給
は
、
職
歴
に
よ
り
こ
の
金
額
を

超
え
る
場
合
や
、
社
会
情
勢
等
で
増
減

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
他
、
通

勤
手
当
、
期
末
勤
勉
手
当
等
の
諸
手
当

が
条
件
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

勤 

務
時
間
等　

今
庄
診
療
所
の
勤
務
表
に

よ
る
。

休
暇
等　

有
給
休
暇
20
日

　
　
　
　
　
（
採
用
年
は
13
日
）

看
護
師（
嘱
託
）　

１
名

業 　
　

務　

今
庄
診
療
所
で
の
外
来
・
病

棟
の
看
護
業
務

応 

募
資
格　

看
護
師
・
準
看
護
師
の
資
格

を
有
す
る
概
ね
55
歳
ま
で
の
人

賃　
　

金

　

正
看
護
師　

１
７
０
、０
０
０
円（
月
給
）

　

准
看
護
師　

１
５
０
、０
０
０
円（
月
給
）

勤 

務
時
間　

勤
務
表
に
よ
る（
遅
出
・
夜

勤
あ
り
）

■
問
合
せ

　

今
庄
診
療
所　

☎
45
・
０
０
３
０

南
条
中
学
校
用
務
員（
嘱
託
）　

１
名

応
募
資
格　

概
ね
55
歳
ま
で
の
人

業
務
内
容　

学
校
用
務

賃　
　

金　

１
２
０
、０
０
０
円（
月
給
）

勤
務
日　

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
の
７
時

　

50
分
〜
16
時
50
分

■
問
合
せ

　

教
育
委
員
会　

☎
47
・
８
０
０
５

い
ず
れ
も
…

応
募
期
間　

４
月
１
日（
火
）〜

　
　
　
　
　

４
月
15
日（
火
）

採
用
予
定　

平
成
20
年
５
月
1
日

採
用
方
法　

面
接
を
実
施

※ 

嘱
託
職
員
の
賃
金
に
は
、
そ
の
他
賞
与

他
各
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

※ 

職
員
お
よ
び
嘱
託
職
員
と
も
次
の
資
格

に
よ
り
身
体
障
害
者
の
方
の
応
募
も
受

け
付
け
ま
す
。

① 

各
応
募
資
格
に
あ
る
免
許
を
有
す
る
人

② 

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
15
条
に
定
め
る
身

体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

③ 

自
力
で
通
勤
で
き
、
介
護
な
し
で
職
務

の
遂
行
が
可
能
な
人

④ 

原
則
と
し
て
週
40
時
間
・
１
日
８
時
間

に
対
応
で
き
る
人

■
申
込
み　

総
務
課　

☎
47
・
８
０
０
０

職
員
募
集

お
問
合
せ
は
直
通
電
話
で

　

役
場
へ
の
電
話
（
☎
と
記
載
）
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
電
話
も

ケ
ー
ブ
ル
電
話
も
同
じ
番
号
で
担
当
の
課
に
直
通
で

つ
な
が
り
ま
す
。

　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
電
話
の
み
は
、℡
と
記
載
し
て
あ
り
ま
す
。

ケ�

ー
ブ
ル
電
話

南
条
・
今
庄
地
区
→
河
野
地
区
、河
野

地
区
→
南
条
・
今
庄
地
区
へ
か
け
る
と

き
は
１
６
６
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

南��

越��

前��

町��

職��

員��

募��
集

　
町
職
員
お
よ
び
嘱
託
職
員
を
募
集
し
ま
す
。
応
募
さ
れ
る
方
は
、
市
販
の
履
歴
書︵
写

真
添
付
︶と
資
格
を
証
明
す
る
書
類
を
総
務
課
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平成 20年 5月から
コンビニ納税が始まります!!

　

平
成
20
年
５
月
か
ら
、
県
の
税
金
の
一
部
が
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
も
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
自
動

車
税
の
納
税
通
知
書
が
変
更
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は『
は

が
き
』タ
イ
プ
の
も
の
で
し
た
が
、『
封
書
』に
よ
り
お
手
元
に

届
く
よ
う
に
な
り
ま
す
の
で
、
他
の
郵
便
物
等
と
お
間
違
え
の

な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
納
税
通
知
書
で
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め

た
場
合
に
も
納
税
証
明
書
は
発
行
さ
れ
ま
す
の
で
、
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

県
税
務
課　

℡
０
７
７
６

－

20

－

０
２
５
６

福井県からのお知らせ



184 月号

　

本
人
に
な
り
す
ま
し
て
、
虚
偽
の
戸
籍
の
届
出
や
住
民
票
な

ど
を
不
正
請
求
す
る
事
件
が
全
国
的
に
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

被
害
防
止
の
た
め
法
律
が
改
正
さ
れ
、
各
種
届
出
や
証
明
書

の
請
求
に
お
い
て
は
、
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
を
提
示
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
法
律
の
施
行
に
先
立
ち
、
4

月
か
ら
制
度
の
周
知
の
た
め
、
本
人
確
認
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
委
任
さ
れ
た
代
理
人
も
同
じ
よ
う
に
確
認
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

本 

人
確
認
の
書
類　

運
手
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・
写
真
付
き

住
基
カ
ー
ド
等
公
的
機
関
の
発
行
し
た
写
真
付
き
の
身
分
証

明
書
い
ず
れ
か
１
つ
。

＊ 

健
康
保
険
証
・
年
金
手
帳
・
介
護
保
険
証
な
ど
の
場
合
は
複

数
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
問
合
せ　

町
民
税
務
課　

☎
47
・
８
０
１
５

　

固
定
資
産
税
の
納
税
者
は
、
そ
の
納
付
す
べ
き
当
該
年
度
の
固

定
資
産
税
に
係
る
土
地
や
家
屋
に
つ
い
て
、
土
地
課
税
台
帳
ま
た

は
家
屋
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
価
格
と
、
当
該
土
地
や
家
屋

の
所
在
す
る
区
域
内
の
他
の
土
地
、
家
屋
の
価
格
を
比
較
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
、
ま
た
は
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

縦
覧
で
き
る
人

　

町
内
に
所
在
す
る
固
定
資
産
（
土
地
・
家
屋
）
を
所
有
し
、
当

該
固
定
資
産
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
納
税
者
（
同

居
の
親
族
で
納
税
者
か
ら
の
委
任
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方
を
含

む
）、
納
税
管
理
人
お
よ
び
こ
れ
ら
の
代
理
人
で
す
。 

縦
覧
帳
簿
の
記
載
事
項 

⑴
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
…
所
在
、
地
番
、
地
目
、
地
積
、
価
格

⑵
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
… 

所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
、

床
面
積
、
価
格

縦
覧
で
き
る
期
間

　

平
成
20
年
4
月
1
日（
火
）か
ら
平
成
20
年
4
月
30
日（
水
）

　

午
前
8
時
30
分
か
ら
午
後
5
時
30
分
ま
で

※
土
曜
日
・
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
は
除
き
ま
す
。

縦
覧
で
き
る
場
所　

南
越
前
町
役
場
町
民
税
務
課

持
参
す
る
書
類
等

　

納
税
通
知
書
、課
税
明
細
書
、印
鑑
、本
人
確
認
が
で
き
る
書
類

　

な
お
、
代
理
人
の
場
合
は
、
委
任
状
が
必
要
で
す
。

価
格
に
不
服
が
あ
る
場
合

　

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
に
対
し
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
価

格
等
を
登
録
し
た
旨
の
公
示
の
日
か
ら
、
納
税
通
知
書
の
交
付
を
受

け
た
日
後
60
日
ま
で
の
間
に
審
査
申
し
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
問
合
せ　

町
民
税
務
課　

℡
47

－

８
０
１
４

本
人
確
認
書
類

固
定
資
産
税

窓
口
で
の
本
人
確
認
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

募
集
種
目　

一
般
・
技
術
幹
部
候
補
生

受
付
期
間　

４
月
１
日（
火
）〜
５
月
12
日（
月
）

応
募
資
格　

22
歳
以
上
26
歳
未
満

　

大
学
院
修
士
課
程
修
了
者
（
見
込
み
含
）
は
28
歳
未
満

※ 

海
上
自
衛
隊
技
術
幹
部
候
補
生
は
、
理
学
又
は
工
学
課
程
修

了
者
に
限
り
ま
す
。

試
験
期
間　

１
次　

５
月
17
日（
土
）・
18
日（
日
）

■
問
合
せ　

自
衛
隊
福
井
地
方
協
力
本
部
越
前
地
域
事
務
所

　
　
　
　
　

℡
０
７
７
８

－

22

－

６
１
３
９

自
衛
隊

自
衛
隊
幹
部
候
補
生
募
集
！

講
　
　
座

生涯学習講座
どなたでも受講できます。
日　時　4月 22日（火）午後 7時 30分～午後 9時
会　場　今庄保健センター
講　師　 武生社会保険事務所
　　　　庶務年金給付課長　永井　秀行　氏
テーマ　どうなるの？私たちの年金
☆ 南条・河野の方は、希望者のみ送迎します。

たのしい園芸講座
日　時　4月 23日（水）
　　　　午後１時 30分～
会　場　南条文化会館
講　師　蔬菜園芸専門員　山口　務　氏
テーマ　野菜作りの基礎と植え付け準備
■問合せ　教育委員会　☎ 47・8005



19 4 月号

　

下
水
道
料
金
は
、
住
民
基
本
台
帳
の
人
数
で
決

定
し
ま
す
が
、
次
の
対
象
と
な
る
世
帯
は
、
減
免

制
度
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

※ 

住
民
票
を
町
外
に
移
さ
れ
た
場
合
は
自
動
更
新

さ
れ
ま
す
の
で
手
続
き
は
不
要
で
す
。

受
付
期
間　

　

４
月
1
日（
火
）〜
４
月
30
日（
水
）

学
生
減
免　

　

住
民
票
が
町
内
の
世
帯
に
あ
る
が
、
実
際
は
町

外
に
居
住
し
て
い
る
学
生
が
対
象
。

 

・ 

減
免
申
請
書
に
学
生
証
の
コ
ピ
ー
等
を
添
え
て

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

一
般
減
免　

　

住
民
票
が
町
内
の
世
帯
に
あ
る
が
、
実
際
に
は

施
設
入
所
、
病
院
に
入
院
等
の
理
由
で
居
住
し
て

い
な
い
人
が
対
象
。

 

・ 

減
免
申
請
書
に
診
断
書
、
入
院
・
入
所
証
明
書

等
を
添
え
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

一
般
減
免
は
年
度
で
の
更
新
が
必
要
で
す
。
19

年
度
に
申
請
さ
れ
た
方
も
、
更
新
の
た
め
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

　

 （
平
成
20
年
３
月
以
降
に
申
請
さ
れ
た
方
は
20

年
度
の
申
請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。）

　

減
免
期
間
が
１
年
以
上
に
な
る
方
に
限
り
ま

す
。

■
問
合
せ　

建
設
整
備
課　

☎
47
・
８
０
０
３

下
水
道
料
金
減
免
制
度

下
水
道

ニ
ュ
ー
今
庄
ハ
イ
ツ
1
号
棟

住
所　

南
越
前
町
今
庄
13

－

11

－

１　
●   

２
０
３
号
室
（
３
Ｄ
Ｋ
）

家
賃　

３
０
、０
０
０
円
（
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
）

大
鶴
目
住
宅
団
地
２
号
棟

住
所　

南
越
前
町
今
庄
89
－

５　
●   

２
０
１
号
室
（
３
Ｄ
Ｋ
）

家
賃　

１
５
、１
０
０
〜
３
８
、０
０
０
円
（
収
入
に
よ
り
決
定
）

三
本
木
住
宅

住
所　

南
越
前
町
今
庄
１
１
５

－

80

－

１

　
　
　
●   

２
号
室  

●   

３
号
室（
各
３
Ｄ
Ｋ
・
２
階
建
）　

家
賃　

１
０
、９
０
０
〜
２
７
、０
０
０
円
（
収
入
に
よ
り
決
定
）

入
居
者
資
格　

住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
人
。

　
　
　
　
　

税
金
・
公
共
料
金
等
の
滞
納
が
な
い
人
。

募
集
期
間　

４
月
９
日（
水
）ま
で

※ 
募
集
室
数
を
超
え
る
応
募
が
あ
っ
た
場
合
、
審
査
の
上
抽
選
。 

■
申
込
み
等　

今
庄
・
地
域
振
興
室　

☎
45
・
８
０
０
２

町
営
住
宅

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

期　
　

日　

４
月
29
日（
祝
）
※
雨
天
中
止

集
合
場
所　

南
条
小
学
校
前 
午
前
８
時
発

行
き
先　

滋
賀
県
余
呉
町
・
賤
ヶ
岳　

標
高
４
２
１
ｍ

参
加
費　

２
、５
０
０
円
（
バ
ス
代
・
保
険
料
等
…
当
日
集
金
）

申
込
締
切　

４
月
21
日
（
月
）
先
着
45
名

※
賤
ヶ
岳　

楽
に
登
る
こ
と
が
で
き
る
登
山
時
間
約
２
時
間
の
山
。

■
申
込
・
問
合
せ　

教
育
委
員
会　

☎
47
・
８
０
０
５

参
加
者
募
集

町
　
民
　
登
　
山

南条子育て支援センターをご利用ください

 子育て支援開設 
4 月 3日（木）～ 5月 2日（金）
　午前 9時～正午は、南条保健福祉センター内（ふ
れあい創作室）「ほかほかひろば」にて開設します。
午後 1時～午後 3時は、南条保育所内「ほやほ
やひろば」で、開設します。

　南条子育て支援センターに遊びに来ませんか。
　子育て支援センターは、ご家庭で子育てされているお母さん方の育児支援を行う場所です。
　0歳～ 5歳までの未就園児を持つ保護者が集い、コミュ二ケーションを深めたり、家庭で抱える子
育ての不安や悩みを相談など情報交換や交流の場です。お友達を誘って気軽においでください。

 保育所開放日について 
　町内の各保育所（園）では、毎月 1回保育所を
開放しています。保育所の様子を見たり保育所
の子どもたちと遊ぶことができます。保育所の
開放日は5月から始めます。
■問合せ　南条子育て支援センター  ℡ 47－2411

子
育
て
支
援
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日
本
国
内
に
住
む
す
べ
て
の
人
は
、
20
歳
に
な
っ

た
時
か
ら
国
民
年
金
の
被
保
険
者
と
な
り
、
保
険
料

の
納
付
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
学
生
の
方

に
つ
い
て
は
、
本
人
の
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
る「
学
生
納
付
特
例
制
度
」が
あ
り
ま
す
。

　

本
人
の
所
得
が
一
定
以
下
で
、
大
学
、
短
期
大
学
、

高
等
学
校
、
専
修
学
校
な
ど
に
在
学
す
る
学
生
の
方

が
対
象
と
な
り
、家
族
の
方
の
所
得
は
問
い
ま
せ
ん
。

　

学
生
納
付
特
例
制
度
の
承
認
を
受
け
て
い
る
期
間

中
に
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
生
じ

た
場
合
、障
害
の
状
態
に
応
じ
て
障
害
基
礎
年
金
が
、

遺
族
（「
子
の
あ
る
妻
」
と
「
子
」）
の
方
は
遺
族
基

礎
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合
と
学
生
納
付

特
例
制
度
を
利
用
し
た
場
合
、
ま
た
、
保
険
料
を
納

付
し
な
い
場
合
の
違
い
に
つ
い
て
は
次
の
表
の
と
お

り
で
す
。

　

な
お
、
障
害
基
礎
年
金
及
び
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給

す
る
た
め
に
は
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
事
故
が
発
生

す
る
ま
で
の
国
民
年
金
の
加
入
期
間
の
２
／
３
以
上
の

期
間
に
つ
い
て
、
保
険
料
を
納
付
、
免
除
又
は
猶
予
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
若
し
く
は
事
故
の
直
前
の
１
年
間
に

保
険
料
の
未
納
の
な
い
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
期
間
は
、

将
来
受
け
る
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
参
入
さ
れ
ま

す
が
、
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
そ

の
期
間
の
保
険
料
は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
古
い
期

間
か
ら
順
に
納
付
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

国
民
年
金
制
度
に
関
す
る
こ
と
は
、
社
会
保
険
庁

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
近
く
の

社
会
保
険
事
務
所
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

http://www.sia.go.jp/

■
武
生
社
会
保
険
事
務
所
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学
生
の
方
に
は
国
民
年
金
保
険
料
を

後
払
い
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す

国
民
年
金

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
父
の
い
な
い
児
童
、
父
に
重
度
障
害
が
あ

る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
母
ま
た
は
養
育
者
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
20
年
４
月
か
ら
、
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の
う
ち
、
一

部
の
方
は
、
手
当
額
の
２
分
の
１
が
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。

■
問
合
せ　

町
民
税
務
課　

☎
47
・
８
０
１
５

児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当
額
の
２
分
の
１
支
給
停
止
に
つ
い
て

一部支給停止
開始時期

・平成 15年 4月以前に認定された方
　→平成 20年 4月から減額開始。
・平成 15年 4月以降に認定された方
　→ 受給開始から 5年または離婚等受給要件該当から 7

年のどちらか早い方を経過した翌月から減額開始。
＊ 一部支給停止開始の前々月に、役場から一部支給停止
に関する事前通知が送付されます。

一部支給停止
除外対象者

　下記のいずれかに該当する受給者については、事前通
知と併せて送付される各種証明書等、必要書類の提出で、
これまでと同様の手当額を受給することができます。
1、就業している
2、求職活動等の自立を図るための活動をしている
3、身体上または精神上の障害がある　等　

納　　付 学生納付特例 未　　納

障害基礎年金・遺族
基礎年金の受給資格
期間

○
入ります

○
入ります

×
入りません

老齢基礎年金・受給
資格期間

○
入ります

○
入ります

×
入りません

年金額に計算
○

されます
×

されません
×

されません
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スポーツで心身ともに健康づくり  ・・・南越前町スポーツ少年団

南越前町スポーツ少年団に加入しませんか

対象は…スポーツ・文化・ボランティア活動・地域活動等を行う、5人以上のグループ。
内容は…グループ活動中の傷害事故及び賠償責任を負う事故を補償します。（往復途上も含めます）

（注）掛金には共済見舞金掛金１人 20 円が含まれています。	 ■問合せ先　教育委員会

対象となる団体 掛金
（1人年額）

傷 害 保 険 賠償責任保険
（補償限度額）

共済見舞金
死亡 後遺障害 入院（日） 通院（日）

子どもの団体 （中学生以下）

文化ボランティア活動（高校生以上）
500 円 2,000 万円 3,000 万円 ４,000 円 １,500 円

身体賠償
1 人　　　1 億円
1事故　5 億円
（免責 1,000 円）

財物賠償
　　　　500 万円
（免責 1,000 円）

突然死
（急性心不全、
　脳内出血等）
　　　　160 万円

老人クラブなどの団体（60歳以上） 800 円 600 万円 900 万円 1,800 円 1,000 円

スポーツ活動団体（高校生以上） 1,500 円 2,000 万円 3,000 万円 4,000 円 1,500 円

山岳登はん等を行う団体 9,000 円 500 万円 750 万円 1,800 円 1,000 円

スポーツ安全保険

　南越前町スポーツ少年団には全部で 15 の単位団があります。単位団ごとの活動のほか、
体力テストや町内外の団との交流会など、年間を通じて様々な活動を行う予定です。

№ 単位団名 加入対象 代表指導者 活動予定日 時　間 活動場所

1 今 庄 野 球 小学 2 年以上男女 野村　　浩 毎週水・金・土・日曜日
日曜日は主に練習試合

平　日　19：30 ～ 21：00
土・日　 9：00 ～ 12：00

今庄小学校グラウンド
今庄中学校グラウンド

2 河 野 野 球 小学 1 年以上男女 山本　一也 週４日 17：00 ～ 19：00 河野小学校グラウンド

3 南 条 野 球 小学 1 年以上男女 加藤　正人 毎週月・水・金曜日
土・日曜日

16：30 ～ 19：30
土・日　練習試合

南条小学校グラウンド
南条総合運動公園

4 湯 尾 野 球 小学 1 年以上男女 山口　裕二 3 年以上　火・水・金・土・日
1・2 年は担当指導者がいる時

平日　17：00 頃～日没
休日　その時に応じて 湯尾小学校グラウンド

5 今 庄 剣 道 小学 1 年以上男女 関根　哲雄 毎週火・金曜日 火曜　19：30 ～ 21：00
金曜　20：00 ～ 21：00 今庄中学校体育館

6 河 野 剣 道 小学 1 年以上男女 小角　　譲 毎週火・木曜日 18：00 ～ 19：30 河野小学校体育館

7 南 条 剣 道 小学 1 年以上男女 髙木　勝彦 毎週火・金曜日 19：30 ～ 21：30 町民武道館

8 河野バレーボール 小学 1 年以上女子 小川　洋美 毎週水・金曜日 水曜　18：00 ～ 20：00
金曜　18：00 ～ 20：30 河野小学校体育館

9 南条バレーボール 小学 1 年以上男女 岩﨑　　守 毎週月・水・金曜日
毎週土曜日

19：00 ～ 20：30
13：00 ～ 17：00

南条中学校体育館
南条小学校体育館

10 湯尾バレーボール 小学 1 年以上女子 山口　義和 毎週水・金曜日 水曜　18：30 ～ 20：30
金曜　18：00 ～ 20：00 湯尾小学校体育館

11 今 庄 卓 球 小学 2 年以上男女 山本　　康 毎週月・水曜日 19：30 ～ 21：00 今庄中学校体育館

12 南 条 卓 球 小学 3 年以上男女 井上　元二 毎週火・金曜日 16：00 ～ 18：00 南条小学校体育館

13 南条少年サッカー 小学 1 年以上男女 上田　利幸 毎週火・木・土曜日 18：00 ～ 19：30（低学年）
18：00 ～ 20：00（高学年） 南条小学校グラウンド

14 南 越 前 水 泳 小学 1 年以上男女 神山　　宏 毎週水・土曜日 水曜　18：20 ～ 19：30
土曜　 9：00 ～ 10：00 ウォーターランド南条

15 南 越 前 町 柔 道 小学 1 年以上男女 大塚　和治 毎週火・木・土曜日 19：00 ～ 21：00 町民武道館

南越前町スポーツ少年団登録申込について 
　【第１次締切日】4 月 18 日（金）　【第 2 次締切日】6 月 20 日（金）　※ その後は随時受け付けます。
スポーツ少年団の加入額　1,400 円（登録料 900 円、スポーツ安全保険加入料 500 円）
■問合せ先　教育委員会事務局 ☎ 47・8005  教育委員会今庄事務所 ☎ 45・8003  教育委員会河野事務所 ☎ 48・7711

加入していますか？


